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レジュメ

１．マイナンバー制度について

２．個人情報保護法について

３．どう対策するべきか？
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内閣官房社会保障改革担当室
内閣府大臣官房番号制度担当室 概要資料より



現時点で、病歴等の医療情報は番号制度の対象に入って
おらず、今後の検討課題とされています。（2014年6月回答）

内閣官房社会保障改革担当室
内閣府大臣官房番号制度担当室 概要資料より



「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」配布資料（厚生労働省）
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マイナンバーと医療情報を一緒に扱うことで
重要な個人情報の塊が出来上がる。
→漏洩した時のリスクが大きくなる。

「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」配布資料（厚生労働省）



マイポータル（インターネットで自分の情報が確認できる）は利用者には
大変便利であるが、既往歴等が情報として保存されることとなる。

「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」配布資料（厚生労働省）



内閣官房 社会保障改革担当室
内閣府 大臣官房 番号制度担当室 個人情報保護の仕組みより
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番号法では個人情報保護法よりも罰則の種類が多く法定刑も重い

〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕

主体 行為 法定刑

個人番号利用事務、個人番号関係事務など
に従事する者や従事していた者

正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密
が記録された特定個人情報ファイルを提供

４年以下の懲役 または
200万円以下の罰金
（併科されることもある）

業務に関して知り得たマイナンバーを自己や
第三者の不正な利益を図る目的で提供し、ま
たは盗用

３年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
（併科されることもある）

主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅迫すること
や財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス
行為などによりマイナンバーを取得

３年以下の懲役 または
150万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により通知カード又は
個人番号カードの交付を受けること

６か月以下の懲役 または
50万円以下の罰金

特定個人情報の取扱いに関して法令違反の
あった者

特定個人情報保護委員会の命令に違反 ２年以下の懲役 または
50万円以下の罰金

特定個人情報保護委員会から報告や資料提
出の求め、質問、立入検査を受けた者

虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査
の拒否、検査妨害など

１年以下の懲役 または
50万円以下の罰金
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個人情報保護法について

個人情報とは・・・。

キーワードは3つ！

「生存する個人に関する情報」

「特定の個人を識別することができるもの」

「他の情報と容易に照合して個人を識別することができるもの」

「個人情報保護法」とは、読んで字のごとし「個人情報」を保護す
るための法律です。
しかい、頻繁に個人情報漏洩のニュースが報道され、危機を感じて
いる方も多いのではないでしょうか？
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医療機関による個人情報の事故・事件

日 付 内 容

2014年12月5日 大学医学部附属病院
患者83名分の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失

2014年11月5日 大学病院
患者53名分のデータについて、第三者に誤送信

2014年9月8日 民間病院
厚木市検診を受診した患者情報が含まれるUSBメモリを紛失

2014年9月10日 リハビリテーション病院
外来診療録（カルテ）の紛失

2014年9月1日 中央病院附属介護老人保健施設
個人情報が登録された携帯電話紛失

2014年7月25日 大学病院
患者の個人情報を含む情報端末の盗難
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■患者・職員共用のエレベーターの中で、職員同士がある患者の病状について話をしていました。情報
漏洩に当たりますか？

 個人が特定できる場合には、情報漏洩になります。

■他の医療機関から過去の診察結果等について照会があり、患者の
同意の下であることを確認しました。急を要していたためファクスで送る
ことにしましたがあわてていたため番号を間違えてしまいました。漏洩
に当たりますか？

 故意か過失かに関わらず、個人情報の漏洩であり、責任が問
われます。

■パソコンで診療記録を開いているのを他の患者に見られてしまいました。見られた患者から、個人情
報の漏洩だと言われましたが。

 状況によりますが、問題になる可能性が高いです。画面を開いたままで離席した、あるいは覗
いていることがわかっていても放置していた場合には問題になります。

■医局で管理していたパソコンが盗難に遭いました。病院の責任は問われますか？
個人情報が入っていた場合には、管理体制に不備があり、監督責任が問われます。

こんなこと、していませんか？
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どう対策するべきか？

安全管理対策を講じましょう

個人情報

物理的側面

技術的
側面

人的側面

組織的側面

① アクセスにおける識別と認証
② アクセス制御
③ アクセス権限管理
④ アクセス記録
⑤ 不正ソフトウェア対策
⑥ 移送・通信時の対応
⑦ 情報システムの動作確認対策
⑧ 情報システムの監視

① 安全管理対策を講じるための組織体制の整備
② 安全管理対策を定める規程等の整備と規程等に従った運用
③ 医療情報の取扱い台帳の整備
④ 医療情報の安全管理対策の評価、見直し及び整備
⑤ 情報や情報端末の外部持ち出しに関する規則等の整備

⑥ 情報端末を用いて外部から医療情報システムにリモートアクセスする
場合は、その情報端末の管理規程

⑦ 事故又は違反への対処

① 入退館（室）管理の実施
② 盗難等に対する対策
③ 機器・装置等の物理的な保護

① 雇用及び契約
時における非
開示契約の
締結

② 従業者に対す
る教育・訓練
の実施
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第三者認証の利用

医療機関向けの第三者認証

「JAPHIC MEDICAL」
（ジャフィックメディカル）

厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイドライン」
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
をベースに２０１５年４月にリリーズ予定。

医療機関の実態に即した個人情報保護のマネジメントシ
ステムの構築を第三者が認証いたします。
認証を取得することで安全管理対策を講る事が可能であ
り、一般の方への大きなアピールになります。



☆運営協会
特定非営利活動法人日本個人・医療情報管理協会 ( JAPHIC )

( Japan Association of Personal and Healthcare Information Control )

http://www.japhic.jp/index.php

お問合せ

株式会社ＰＩＣＣ 個人情報審査センター

〒105-0013東京都港区浜松町1-21-5 薩田2階

TEL:03-5777-2117

FAX:03-5733-2877

ご清聴ありがとうございました。


